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「 国 及 び 独 立 行 政 法 人 等 に お け る 温 室 効 果 ガ ス 等 の 排 出 の 

削 減 に 配 慮 し た 契 約 の 推 進 に 関 す る 基 本 方 針 」 の 改 正 案 

に対する意見募集結果及び対応方針 

 

番

号 主な意見の概要 意見に対する考え方 

1 

新規参入事業者の多くは、その電源として FIT（固
定価格買取制度）と JEPX（日本卸電力取引所）の
電力を使用しているが、2016年度の排出係数は、そ
れぞれ 0.534kg-CO2/kWh、0.547 kg-CO2/kWhであ
り、東京電力、中部電力、関西電力の供給区域につ

いては、FIT 電気を主体とする事業者の参入は困難
である。 
このため、「新規参入者の参入の妨げとならないよ

う配慮を行うものとする」との文言を追加すべき。 

電気の供給を受ける契約に関する基本的事項におい

ては、国及び独立行政法人等の温室効果ガス排出削

減を図るため、より排出係数の低い小売電気事業者

との契約に努めることとされています。ただし、今

般の改定案においても、調達者には引き続き「公正

な競争の確保」を求めており、新規参入者の妨げに

なることはないものと考えられることから、原文の

とおりとします。 

2 

公正な競争の確保については既に記述があり、安定

供給の取組との調和は一定度確保せざるを得ない事

は自明であるので、結局改正の利益が無いと思われ

ることから、今回の改定の必要はなく、改定案に反

対である。 

今般の改定案については、本年度の電力専門委員会

における検討結果を反映したものです。 
「安定供給の確保」に係る文言は、法施行当時の最

終保障供給及びユニバーサルサービスに関する義務

が課されていた状況とは異なること、また、調達者

に対して新電力が安定供給に問題があると誤認さ

せ、より排出係数の低い小売電気事業者からの電力

の調達を妨げるおそれがあることから、今般の改定

案において当該文言を削除することとしました。 
なお、削除することとした安定供給の確保に関する

説明については、解説資料に考慮すべき内容として

記載することとしました。 

3 今回のパブリックコメントの対象である基本方針改
定案の内容に関連性のない複数の政策提案 

今回のパブリックコメントに関連性のない御意見が

あった旨掲載させていただきます。 
 

添付資料２ 


